
運輸安全マネジメントに関する取組みについて 

 

近江鉄道株式会社 

 

  当社は、公共性が高く、地域に密着した事業活動を展開しており、その根幹 

 をなすものは、「安全」であります。「安全がすべてに優先する」との考えのも 

  と「安全・安心・快適・優しさ」をさらにめざしてまいります。そのために社員 

の安全意識向上と安全教育、グループビジョンの徹底を図り、輸送の安全確保に 

関して、以下の取り組みを実施してまいります。 

 

 １．輸送の安全に関する基本的な方針 

   （１）社長及び役員は、安全第一の意識をもって事業活動を行える体制の整備 

    に努め、輸送の安全確保に主導的な役割を果たしてまいります。また、現 

    場における安全に関する声に耳を傾けるとともに、輸送の安全の確保が最 

    も重要であるという意識を社員に徹底してまいります。 

 

   （２）輸送の安全に関する計画の策定(Plan)、実行(Do)、チェック(Check)、 

       改善(Act)のサイクルを確実に実施するとともに、安全対策を随時、見直 

    し、全社員が一丸となって業務を遂行することにより、絶えず輸送の安全 

    性の向上に努めてまいります。また、輸送の安全に関する情報については 

    積極的に公表いたします。 

 

 ２．輸送の安全に関する目標（平成２３年度） 

   （１）重大事故 発生件数 ０件 

   （２）有責事故 発生件数 前年比３０％減尐 

（歩行者・二輪車接触事故、車内事故０件） 

   （３）飲酒運転の撲滅 

   （４）エコドライブの推進 バスの燃費１％向上 

 

 ３．輸送の安全に関する目標の達成状況（平成２２年度） 

    ・有責事故 発生件数 目標：前年比30％減尐  実績：前年比40％増加 

   ・車外人身事故       目標：０件            実績：５件 

   ・車内人身事故       目標：０件           実績：５件 

 

 ４．自動車事故報告規則第２条に規定する事故（平成２２年度） 

    ・車外人身事故 ： ０件 

   ・車内人身事故 ： ０件  

 

  ５．輸送の安全に関する組織体制及び指揮命令系統 

      ・別図１のとおり 

 



 

 

  ６．輸送の安全に関する重点施策 

   （１）輸送の安全の確保が最も重要であるという意識を徹底し、関係法令及び 

    本規程に定められた事項を遵守いたします。 

   （２）輸送の安全に関する費用支出及び投資を積極的かつ効率的に行うよう努 

       めます。 

   （３）輸送の安全に関する内部監査を行い、必要な是正措置又は予防措置を講 

       じます。 

   （４）輸送の安全に関する情報の連絡体制を確立し、社内において必要な情報 

       を伝達、共有いたします。 

   （５）輸送の安全に関する教育及び研修に関する具体的な計画を策定し、これ 

       を適確に実施いたします。 

 

  ７．輸送の安全に関する計画 

  （１）所長会議（運行関係）…毎月１回開催 

    ・安全統括管理者、営業所長、所長代理、副所長、本社関係者等が出席 

     して安全に関する基幹会議を開催し、営業所毎に前月の運行管理指導 

     結果や当月の運行管理計画等を報告し、意見交換を行い、輸送の安全 

     性向上を図ります。 

 

  （２）安全サービス（ＳＳ）推進委員会の活動 

     ・各営業所ＳＳ推進進委員会でＳＳリーダー会議を開催し、営業所の年 

     間活動計画を４期にわけ、ＳＳサークル(１サークル：７～10 名)を 

     編成して、期別毎の目標を立てて小集団活動を行います。 

     ・年４回、全体会議を各営業所ＳＳ会長（乗務員代表）と現場管理者、 

     安全統括管理者、本社関係者が出席し、ＳＳ推進活動の計画や結果報告、 

     反省と今後の取り組みについて意見交換し、安全意識の高揚を図りま 

す。 

 

  （３）春・秋の全国交通安全運動、年末年始の輸送等に関する安全総点検等に 

     合わせた取組み 

    ・通達、社報等で各営業所へ周知徹底し、各営業所ＳＳ推進委員会を活 

     用して運動を展開します。 

    ・各運動中、社長・役員・安全統括管理者による巡視や本社関係者によ 

     る査察を実施します。 

 

  （４）グリーン経営の推進 

    ・2007(平成 19)年 11月 20日、『グリーン経営認証』を取得しました。 

       「環境方針」に基づき、活動推進体制を整備し，エコドライブ推進運動 

          をはじめとして、環境保全の取り組みを推進します。 

 



 

  （５）ＫＹＫ（危険予知訓練）で事故防止 

    ・各営業所の安全サービス推進委員会の小集団活動でヒヤリハット体験 

     を収集し、意見交換を行い、事故防止に取り組みます。また、営業所 

     全体で危険箇所の洗い出しを行い、点呼時に指示を行うとともに、掲 

     示板にして周知します。 

    ・ドライブレコーダーの活用（映像記録型ドライブレコーダーの設置） 

     事故防止の新たなる取り組みとして、事故時やニアミス発生時の前後 

     の走行情報を記録するドライブレコーダーを設置し、ヒヤリハット情 

     報を取り出し、個別指導、危険予知訓練に役立てます。 

 

  （６）飲酒運転防止の推進 

    ・2007(平成 19)年 4 月、新機種（営業所用・携帯用）に代替するととも 

     に免許証リーダーを設置し、始業・終業の点呼時に厳正な飲酒チェッ 

     クを行います。反応データは、本社業務課、所長の携帯電話にも転送 

     され、チェックし適正に対応します。 

      ・営業所では、労組支部役員、主任運転手、ＳＳリーダー等の立会点呼 

     を実施し、本社からも随時、安全統括管理者、本社管理職員が営業所 

     へ出向き早朝点呼を実施し、安全意識の浸透を図ります。 

 

  （７）健康管理の推進 

    ・乗務員の健康管理を推進するため、春と秋の年２回、定期健康診断を 

     実施し、全員受診させます。 

    ・産業医、保健師による健康管理指導を実施します。 

 

  （８）適性診断受診の推進 

    ・自動車事故対策機構の「ナスバネット」（インターネット適性診断シス 

テム）を利用して３年に１回の確実な受診を推進し、計画的に実施して 

おります。 

        ・適性診断の結果を受けて個人指導を行い、事故発生の未然防止に役立て 

      ます。 

    ・６０歳以上の適齢診断を実施し、高齢運転者の事故防止に努めています。 

 

   （９）車両整備管理者会議の開催 … 毎月１回、臨時 

    ・営業所整備管理者、整備工場長、本社関係者等による車両整備会議を 

     開催し、日常点検及び定期点検整備の実施状況及び問題点やリコール 

     対象車両の改善措置及び安全確保に関する対策の実施状況等について 

     意見交換を行い、車両の安全性向上を図ります。 

 

  （10）乗務員への指導・教育 

    ・年間を通じて各種教育、指導を行います。 

          ○新入運転手基礎教育研修      ○事故惹起者個人指導 



          ○高齢者乗務員研修           ○入社３年未満乗務員研修 

      ○主任バス乗務員研修      ○バス乗務員研修(入社３年以上) 

           ○貸切バス乗務員兼任研修       ○冬期雪上訓練 

          ○モニター添乗後個人指導      ○街頭指導後個人指導 

          ○タコグラフチェック時個人指導 他 

 

 

  （11）管理者（事務員）への教育 

    ・年間を通じて各種教育、指導を行います。 

           ○所長代理・副所長（運行管理者）研修会  

            ○事故賠償研修会             ○若年事務員研修会 

          ○事務員配属前研修          ○交番担当者研修会 他 

 

  ８．事故災害等に関する報告連絡体制 

     ・別図２のとおり 

 

  ９．輸送の安全に関する教育及び研修の計画 

     当社では、別図３とおり教育や研修を通して、乗務員や事務員の安全運転 

   技術の向上や安全意識の高揚を図ってまいります。  

 

  １０．輸送の安全に関する内部監査結果及び措置内容 

   ・経営トップ、自動車部（管理部門）及び各営業所の内部監査を平成２２ 

    年９月に倫理・法務部が実施。 

   ・それぞれの監査結果を社長、安全統括管理者に報告するとともに、特段 

    な指摘事項はなく概ね適正であることを確認しました。 

 

  １１．輸送の安全に関する予算等の実績額 

    

   （平成２３年度予定） 

   ・モバイルアルコール検知器   （１７台） １４６万円 

   ・デジタルタコグラフ      （ ４台）  ２４万円 

 

（平成２２年度実績） 

   ・デジタルタコグラフ設置    （８０台） ２,２８０万円 

 

 

 １２．安全統括管理者 

   ・取締役運輸本部長  辻   利 秋 

 

 １３．安全管理規程 

   ・別紙のとおり 

                                                                以 上 



 

 

 

映像記録型ドライブレコーダーの設置について 

 

 

 近江鉄道株式会社では、安全の向上や事故防止、エコドライブの推進を図ること

を目的として、映像記録型ドライブレコーダーを設置しております。 

 

 

                  記 

 

 １．設置車両 

 

    路線バス全車両（平成２１年度） 

 

 

 ２．車両内カメラの設置位置  

 

    車内バックミラー付近(車内向き) １箇所 

     車内前方ダッシュ付近(車外向き) １箇所 

 

 

 ３．ドライブレコーダーの機能 

 

    事故発生時や急発進、急ブレーキなどにより一定以上の衝撃をセンサー 

   が感知した際、または運転手が危険(ヒヤリハット)を感じ運転席にあるス 

   イッチを操作した際、その前後数十秒間の走行、車内の状況を動画として 

   記録し、事故などの状況や危険(ヒヤリハット)を詳細に解析することによ 

   り、事故の再発防止、未然防止及びエコドライブに役立てることができま 

   す。 

 

 

 ４．お客さまの個人情報保護 

 

    記録されたデータ情報は、事故防止対策や乗務員教育等の目的以外には 

   利用することはありません。また、法令に定められている場合を除き第三 

   者に提供することはなく、その扱いについて「近江鉄道株式会社 個人情 

   報保護方針」に基づき厳格な取扱いをいたします。 

 

                                以 上 



安 全 管 理 規 程 

近江鉄道株式会社 

 

目  次 

第１章 総則 

第２章 輸送の安全を確保するための事業の運営の方針等 

第３章 輸送の安全を確保するための事業の実施及びその管理の体制 

第４章 輸送の安全を確保するための事業の実施及びその管理の方法 

 

第１章 総  則 

 

（目    的） 

第１条 この規程（以下「本規程」という。）は、道路運送法（以下「法」という。）第２２条及び第２２

条の２の規定に基づき、輸送の安全を確保するために遵守すべき事項を定め、もって輸送の安全性の

向上を図ることを目的とする。 

  

（適用範囲） 

第２条 本規程は、当社の自動車運送事業に係る業務活動に適用する。 

  

  

第２章 輸送の安全を確保するための事業の運営の方針等 

 

（輸送の安全に関する基本的な方針） 

第３条 社長及び役員は、安全第一の意識をもって事業活動を行える体制の整備に努めるとともに、施設、 

   車両及び社員（社員に準ずる者を含む。以下「社員」という。）を総合活用して輸送の安全を確保す

るための管理の方針その他事業活動に関する基本的な方針を次項の規定に定め、安全の確保に関する

業務の実施状況等を踏まえ、必要に応じ見直すものとする。 

  ２ 社長、役員及び社員（社員に準ずるものを含む。以下、「社員」という。）の安全に係る行動規範

（安全の基本理念、安全方針）は次のとおりとする。 

   （１）一致協力して輸送の安全の確保に努めること。 

   （２）輸送の安全に関する法令及び関連する規程（本規程を含む。以下「法令等」という。） 

     をよく理解するとともに、これを遵守し、厳正、忠実に職務を遂行すること。 

   （３）常に輸送の安全に関する状況を理解するよう努めること。 

   （４）職務の実施にあたり、推測に頼らず確認の励行に努め、疑義のあるときは最も安全と 

         認められる取扱いをすること。 

   （５）事故、災害等が発生したときは人命救助を最優先に行動し、速やかに安全適切な措置 

         をとること。 

   （６）情報は漏れなく迅速、正確に伝え、透明性を確保すること。 

   （７）常に問題意識を持ち、必要な変革に果敢に挑戦すること。 

  ３ 第１項に基づく施策及びその取組みの実績その他輸送の安全に関する情報については、積 

   極的に公表する。 

 

（輸送の安全に関する重点施策） 

第４条 前条の輸送の安全に関する方針に基づき、次に掲げる事項を実施する。 

   （１）輸送の安全の確保が最も重要であるという意識を徹底し、関係法令及び安全管理規程 



         に定められた事項を遵守すること。 

      （２）輸送の安全に関する費用支出及び投資を積極的かつ効率的に行うよう努めること。 

      （３）輸送の安全に関する内部監査を行い、必要な是正措置又は予防措置を講じること。 

      （４）輸送の安全に関する情報の連絡体制を確立し、社内において必要な情報を伝達、共有すること。 

      （５）輸送の安全に関する教育及び研修に関する具体的な計画を策定し、これを適確に実施すること。 

  ２ 近江鉄道グループは密接に協力し、一丸となって輸送の安全性の向上に努める。 

  ３ 管理の受委託等、当社業務を委託する場合にあっては、受託事業者の輸送の安全の確保を阻害する 

      ような行為を行わない。更に、受託事業者と長期契約を結ぶ等の密接な関係にある場合は、可能な範 

   囲において、受託事業者の輸送の安全の向上に協力するよう努める。 

  

（輸送の安全に関する目標） 

第５条 第３条に掲げる方針に基づき、毎年度目標を策定する。 

  

（輸送の安全に関する計画） 

第６条 前条に掲げる目標を達成し、輸送の安全に関する重点施策に応じて、輸送の安全を確保するために 

      必要な計画として毎年度「運行管理計画」を作成する。 

  

  

第３章 輸送の安全を確保するための事業の実施及びその管理の体制 

 

（社長等の責務） 

第７条 社長は、輸送の安全の確保に関する最終的な責任を負う。 

   ２ 社長及び役員は、輸送の安全の確保するため自動車事業の実施及びその管理体制の構築等 

   必要な措置を講じる。 

   ３ 社長及び役員は、自動車事業の遂行に際し、施設、車両、要員、予算その他の必要な計画 

     を策定し、管理者及びその他必要な責任者に対し、安全性及び実現の可能性を検証させる。 

   ４ 社長及び役員は、輸送の安全を確保するための業務の実施及び管理の状況を把握し、必要 

     な改善を行う。 

   ５ 社長及び役員は、輸送の安全の確保に関し、安全統括管理者がその職務を行う上での意見 

     を尊重する。 

 

（社内組織） 

第８条 次に掲げる者を選任し、輸送の安全の確保について責任ある体制を構築し、輸送の安全を確保する 

    ための企業統治を的確に行う。なお、当社の自動車運送事業における安全の確保に関する体制は別図 

      １のとおりとし、各々の役割は次のとおりとする。 

     （１）安全統括管理者：輸送の安全の確保に関する業務を統括する。 

     （２）自動車部長：安全統括管理者の指揮の下、(3)～(7)の各管理者の行う業務を統括管理 

                       する。 

    （３）業務課長：安全統括管理者の指揮の下、輸送の安全の確保に関し、各営業所長を統括 

                      し、指導監督を行う。 

      （４）営業所長：安全統括管理者の指揮の下、輸送の安全の確保に関し、各営業所内各担当 

                      を統括し、指導監督を行う。 

    （５）統括運行管理者：安全統括管理者の指揮の下、営業所長の指示を受け、輸送の安全 

              の確保に関し、運行管理者を統括し、指導監督を行う。 

    （６）運行管理者：統括運行管理者の指示を受け、営業所の運行管理業務全般を処理し、 



                      輸送の安全の確保及び乗務員の指導監督を行う。 

    （７）整備管理者：安全統括管理者の指揮の下、営業所長の指示を受け、営業所の車両の 

                       安全確保等全般を処理し、乗務員の指導監督を行う。 

      （８）管理部長：輸送の安全確保に必要な要員計画に関する業務を統括する。 

      （９）総合企画部長：輸送の安全確保に必要な投資・資金計画に関する業務を統括する。 

     （10）倫理・内部統制部長：内部監査に関する業務を統括する。 

  ２ 社長は、前項の管理者の選任、解任等については、これを社員等に周知することにより、 

      輸送の安全の確保に関する責任体制を明確にするものとする。 

  ３  各管理者が事故等によりその職務が遂行できないときは、その都度社長が指名した者が 

   臨時にその職務を代行する。 

  

（安全統括管理者の選任及び解任） 

第９条 安全統括管理者は、取締役のうち、旅客自動車運送事業運輸規則（以下「運輸規則」という。）第 

      ４７条の５に規定する要件を満たす者から選任する。 

    ２ 安全統括管理者が次の各号のいずれかに該当することとなったときは、当該管理者を解任する。 

      （１）人事異動等により安全統括管理者の要件を満たさなくなったとき。 

      （２）国土交通大臣の解任命令が出されたとき。 

      （３）身体の故障その他のやむを得ない事由により職務を引き続き行うことが困難になったとき。 

      （４）関係法令等の違反又は輸送の安全の確保の状況に関する確認を怠る等により、安全統括管理者 

          がその職務を引き続き行うことが輸送の安全の確保に支障を及ぼすおそれがあると認められると 

          き。 

 

（安全統括管理者等の責務） 

第１０条 安全統括管理者は、次に掲げる責務を有する。 

       （１）全社員に対し、本規程の周知及び関係法令等の遵守と輸送の安全の確保が最も重要であると 

            いう意識を徹底すること。 

       （２）輸送の安全の確保に関し、その実施及び管理の体制を確立、維持すること。 

       （３）輸送の安全に関する方針、重点施策、目標及び計画を誠実に実施すること。  

       （４）輸送の安全に関する報告連絡体制を構築し、社員に対し周知を図ること。 

       （５）輸送の安全の確保の状況について、定期的に、かつ必要に応じて、随時、内部監査を行い、 

            社長及び役員に報告すること。 

       （６）社長及び役員等に対し、輸送の安全の確保に関し、必要な改善に関する意見を述べる等必要 

            な改善の措置を講じること。 

        （７）運行管理が適正に行われるよう、運行管理者を統括管理すること。 

        （８）整備管理が適正に行われるよう、整備管理者を統括管理すること。 

        （９）輸送の安全を確保するため、社員に対して必要な教育又は研修を行うこと。 

        （10）その他の輸送の安全の確保に関する統括管理を行うこと。 

    ２ 自動車部長は、業務課長と連携して各営業所長等の行う業務の 実施に関し適切な管理を 

      行うとともに、輸送の安全に関し、安全統括管理者及びその他の管理者との連絡・調整を密 

       にし、必要な 情報の収集又は伝達に関する業務を行う責務を有する。 

   ３ 管理部長は、要員計画その他必要な計画の検討に当たり、社員、設備の状況その他の事 

       項を総合的に勘案し、安全性及び実現可能性の検証を行う。 

   ４ 総合企画部長は、投資計画、資金計画その他必要な計画の検討に当たり、資金、経営の 

       状況その他の事項を総合的に勘案し、安全性及び実現可能性の検証を行う。 

   ５ 倫理・内部統制部長は、別に定める「安全監査規程」により輸送の安全の確保に関する 



    内部監査を実施する。 

  

  

第４章 輸送の安全を確保するための事業の実施及びその管理の方法 

 

（輸送の安全に関する重点施策の実施） 

第１１条 輸送の安全に関する基本的な方針に基づき、輸送の安全に関する目標を達成すべく、輸送の安全 

        に関する運行管理計画に従い、輸送の安全に関する重点施策を着実に実施する。 

  

（輸送の安全に関する情報の共有及び伝達並びに事故防止対策の検討） 

第１２条 社長及び役員と現場や運行管理者と運転者等との双方向の意思疎通を十分に行うことにより、輸 

        送の安全に関する情報が適時適切に社内において伝達され、共有されるように努めるとともに、「企 

        業倫理ホットライン運用規程」を定め、社長及び役員に直接、情報が伝達されるようにヘルプライ 

        ンを確保する。 

   ２ 安全統括管理者は、安全性を損なうような事態を発見した場合には、直ちに関係者に伝 

    え、適切な対処策を講じるとともに、事故防止対策の検討を行う。 

  

（事故、災害等に関する報告連絡体制） 

第１３条 事故、災害等が発生した場合における当該事故、災害等に関する報告連絡体制は別図２及び「危  

     機管理規程」によるものとする。 

    ２ 事故、災害等に関する報告が、安全統括管理者、社長及び役員又は社内の必要な部署等に速やか 

     に伝達されるように努める。 

      ３ 安全統括管理者は、社内において報告連絡体制の周知を図るとともに、第１項の報告連絡体制が 

    十分に機能し、事故、災害等が発生した後の対応が迅速かつ円滑に進むよう必要な指示等を行う。 

      ４ 自動車事故報告規則（昭和二十六年運輸省令第百四号）に定める事故、災害等があった場合は、 

        報告規則の規定に基づき、国土交通大臣へ必要な報告又は届出を行う。 

 

（輸送の安全に関する教育及び研修） 

第１４条 第５条の輸送の安全に関する目標を達成するため、必要となる人材育成のための教育及び研修に 

        関する具体的な計画を策定し、着実に実施する。 

  

（輸送の安全に関する内部監査） 

第１５条 安全統括管理者は、自ら又は倫理・内部統制部を実施責任者として、安全マネジメント態勢が適 

    切に確立され、実施され、維持され、機能していることを確認するため、「安全監査規程」に基づ 

き、少なくとも一年に一回以上、適切な時期を定めて輸送の安全に関する内部監査を実施する。 

          また、重大な事故、災害等が発生した場合又は同種の事故、災害等が繰り返し発生した場合その 

        他特に必要と認められる場合には、緊急に輸送の安全に関する内部監査を実施する。 

      ２ 安全統括管理者は、前項の内部監査の結果並びに、改善すべき事項が認められた場合はその内容 

        を、速やかに、社長及び役員に報告するとともに、輸送の安全の確保のために必要な方策を検討し、 

        必要に応じ、当面必要となる緊急の是正措置又は予防措置を講じる。 

  

（輸送の安全に関する業務の改善） 

第１６条 社長及び役員は、安全統括管理者から事故、災害等に関する報告又は前条の内部監査の結果や改 

        善すべき事項の報告があった場合若しくは輸送の安全の確保のために必要と認める場合には、輸送 

        の安全の確保のために必要な改善に関する方策を検討し、是正措置又は予防措置を講じる。 



      ２ 悪質な法令違反等により重大事故を起こした場合は、安全対策全般又は必要な事項において現在 

        よりも更に高度の安全の確保のための措置を講じる。 

  

（情報の公開） 

第１７条 法第２９条の３の規定により、次に掲げる事項を毎年度取りまとめ、公表する。 

       （１）輸送の安全に関する基本的な方針 

        （２）輸送の安全に関する目標及び当該目標の達成状況 

        （３）自動車事故報告規則第２条に規定する事故に関する統計 

        （４）輸送の安全に関する組織体制及び指揮命令系統 

        （５）輸送の安全に関する重点施策 

        （６）輸送の安全に関する計画 

        （７）輸送の安全の関する予算等実績額 

        （８）事故、災害等に関する報告連絡体制 

        （９）安全統括管理者 

        （10）安全管理規程 

        （11）輸送の安全に関する教育及び研修の計画 

        （12）輸送の安全に関する内部監査及びそれを踏まえた措置内容 

      ２ 事故発生後における再発防止策等、行政処分後に輸送の安全の確保のために講じた改善状況につ 

        いて国土交通省に報告した場合には、速やかに外部に対し公表する。 

  

（輸送の安全に関する記録の管理等） 

第１８条 本規程は、業務の実態に応じ、定期的に及び適時適切に見直しを行う。 

    ２ 輸送の安全に関する事業運営上の方針の作成に当っての会議の議事録、報告連絡体制、事故、災 

     害等の報告、安全統括管理者の指示、内部監査の結果、社長及び役員に報告した是正措置又は予防 

        措置等を記録し、これを適切に保存する。 

   ３ 前項に掲げる情報その他の輸送の安全に関する情報の記録及び保存の方法については、「文書管 

理規程」に基づくものとし、詳細については、「文書保存内規（自動車）」に定めるものとする。 

 

平成 18 年 10 月 1 日 制 定 

  平成 20 年 3 月 1 日 改 正 

  平成 22年 2月 10 日  改  正 

  平成22年 11月 20日  改  正 

  平成 23 年 4 月 1 日  改  正 

 



平成２３年４月１日現在 

【別図１】安全確保に関する体制及び運転の管理に関わる体制 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

社 長 

 

管 理 部 長  安全統括管理者 

取締役運輸本部長 

 

総 合 企 画 部 長 

あやめ営業所 

営 業 所 長 

 統括運行管理者 

運 行 管 理 者  

 整 備 管 理 者  

 

大津営業所 

営 業 所 長 

統括運行管理者 

運 行 管 理 者  

整 備 管 理 者  

八日市営業所 

営 業 所 長 

 統括運行管理者 

運 行 管 理 者  

 整 備 管 理 者  

 

彦根営業所 

営 業 所 長 

 統括運行管理者 

運 行 管 理 者  

 整 備 管 理 者  

 

長浜営業所 

営 業 所 長 

 統括運行管理者 

運 行 管 理 者  

 整 備 管 理 者  

 

 

倫理・内部統制部長 

 

 

自動車部長 

業務課長 



平成２３年４月１日現在 

【別図２】事故・災害に関する報告連絡体制 
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全社一斉・全員受診

出庫点呼時に指導

グリーン経営

高齢者乗務員研修
主任(副)運転者研修

モニター添乗査察

緊急・非常時の対応

運行管理者講習

事故賠償研修
接遇研修（事務員・乗務員） (バス協会主催)

備　　　考

別途計画により実施

街頭・添乗指導

運転適性診断受診(ｶｳﾝｾﾘﾝｸﾞ)

タコグラフチェック 毎月：路線１日、貸切１５日、随時
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貸切バス兼任研修

別途計画により実施

教　育　研　修　等　計　画　表【別図３】

期別推進計画に基づき実施第四期

実施項目：　月　別
平成２３年度 自 動 車 部 業 務 課

ＳＳサークル活動(小集団活動) 第一期

新入運転者基礎教育研修

第三期第二期

(60歳以上、嘱託)

乗
務
員
研
修

金銭管理指導

←･･･････････････････････････････････････→事故惹起乗務員研修

　

事故発生時対応
発生事故の分析

厳正な点呼・立会点呼
飲酒運転防止対策
健康管理(健康診断年２回)

事故防止対策
テロ・非常時対策

　

乗務員研修(入社３年以上) 　

冬期雪上訓練 冬期シーズン前実施

所長会議にて実施(研修は適宜実施)

　

若年事務員研修 別途、配属前研修実施

入社時随時実施

乗務員研修(入社３年未満)

長期欠勤乗務員研修 復帰時随時実施(診断書提出)

発生時、営業所実施(重大有責は本社研修)

特に交通安全運動時に強化実施


